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（６）救急医療（病院前救護を含む） 1 

（ア）施策の現状・課題 2 

ａ．病院前救護 3 

〔メディカルコントロール体制〕 4 
救急現場から医療機関までの搬送体制の強化や救急救命士*を含む救急隊員が行う5 

応急処置等の質の向上など、病院前救護*体制を充実するため、千葉県では平成１４6 
年１１月から千葉県救急業務高度化推進協議会を設置し、全県的なメディカルコント7 
ロール*体制について協議・調整を行っています。 8 
なお、本県については、県内１０地域に地域メディカルコントロール協議会が設置9 

されています。 10 
消防機関による傷病者の搬送及び医療機関による受入れが適切かつ円滑に行われ11 

るよう、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」（以下「実施基準」という。）12 
を平成２３年度から運用しています。掲載内容については、適宜、見直しを行ってい13 
ます。 14 
救急救命士は、心肺停止状態などの重篤な傷病者に対し、医師の具体的な指示のも15 

と、静脈路確保、気管挿管、薬剤投与などの救急救命処置を行うことができ、救命率16 
の向上に大きな役割を果たすことから、救急救命士の技術・質の向上を図る必要があ17 
ります。 18 
 19 
〔ＡＥＤ〕 20 
心肺機能停止患者の救命には、第一発見者など県民による速やかな一次救命処置21 

（ＢＬＳ）が重要であり、これを踏まえ「ＡＥＤの使用及び心肺蘇生法の実施の促進22 
に関する条例」が施行されました。しかし、ＡＥＤ使用率が低いことから、心肺蘇生23 
法等の応急処置に関する知識や技術、ＡＥＤの使用方法に関する更なる普及啓発が必24 
要です。 25 

 26 
〔ドクターヘリ及びドクターカー〕 27 
医師等が現場に急行し、速やかな救命医療の開始と高度な医療機関への迅速な収容28 

により、重篤患者の救命率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的に、ドクターヘ29 
リ*を日本医科大学千葉北総病院（平成１３年１０月から）と、国保直営総合病院君30 
津中央病院（平成２１年１月から）に配備しており、その出動件数は年々増加してい31 
ます。 32 
また、救急患者の救命率向上を目的に、救急現場及び搬送途上で応急処置を行うド33 

クターカー*が、救命救急センター*のうち７箇所に整備されています。 34 
さらに、医師をいち早く現場に到着させ、速やかに治療を開始することを目的とし35 

たラピッドカー*が、３箇所に整備されています。 36 
 37 

〔救急搬送件数の増加〕 38 
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救急車の搬送件数は、平成２７年が３０５，１６０件と初めて３０万件を上回り、1 
搬送される人数は、平成２７年で２７１，７４５人と増加傾向にあり、急速な高齢化2 
に伴いこの傾向は一層強まることが予想されます。また、１１９番通報から医療機関3 
に収容するまでの平均時間は、平成２７年で４４．６分と年々長時間化しており、救4 
急搬送時間を短縮するための対策が喫緊の課題となっています。 5 
また、千葉県における搬送困難事例（受入交渉回数５回以上又は現場滞在時間３０6 

分以上）の割合は、年々増加しています。この搬送困難事例を減らすため、消防機関7 
や医療機関といった関係機関と連携を図っていくことが必要です。長時間搬送先が決8 
まらない救急患者を一時的であっても受け入れる医療機関を確保する搬送困難事例9 
受入医療機関支援事業を千葉保健医療圏において実施しています。 10 
さらに、救急隊と二次及び三次救急医療機関*との間における迅速な搬送先の確保及び11 

救急患者の円滑な搬送を図るため、救急医療機関の応需情報*の集約化と情報提供及び12 
救急隊と医療機関との間で患者搬送支援の調整を行う救急コーディネーターを香取13 
海匝地域に配置しています。 14 
救急患者を迅速かつ適切な医療機関へ搬送する一助として、消防機関及び医療機関15 

に救急医療機関等が入力した応需情報を提供するちば救急医療ネット*を運用してい16 
ます。 17 
 18 
県では、緊急性の高い潜在的な急病傷病者の早期受診の促進など大人を対象とした19 

救急安心電話相談を実施し、症状の緊急性や救急車の要否について判断に悩む県民に20 
対し、医学的見地から適切に助言します。 21 
また、軽症の患者であっても二次や三次の救急医療機関を受診する患者が多く、本22 

来の救急患者の診療に支障をきたすこともあることから、救急医療体制の体系的仕組23 
みや適正な利用方法について普及啓発を図ることが必要です。 24 
 25 

図表 2-1-1-2-6-1 千葉県の救急搬送人員の推移 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 

資料：救急救助の現状（消防庁）     40 
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 1 
図表 2-1-1-2-6-2 千葉県の救急搬送時間の推移 2 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

資料：資料：救急救助の現状（消防庁）     16 
 17 
ｂ．救急医療（初期～第三次） 18 

救急患者が症状の程度に応じて適切な医療が受けられるよう、初期診療を行い、手19 
術や入院治療が必要な救急患者を第二次救急医療施設に転送する役割を受け持つ初20 
期救急医療、入院や手術を必要とする救急患者に対処するための後方医療施設である21 
二次救急医療、重篤救急患者に対して迅速な救命医療を提供する三次救急医療と、体22 
系的な整備が図られています。 23 
 24 

〔初期救急医療体制の推進〕 25 
初期救急医療体制については、市町村等が地区医師会の協力を得て行う在宅当番医26 

制（１７地区）や夜間・休日急病診療所*（２２箇所）により実施しています。歯科に27 
ついては歯科急病診療所（１３箇所）により実施しています。 28 
 29 
〔二次救急医療体制の充実〕 30 
第二次救急医療体制については、千葉県が認定する救急病院・救急診療所（救急告31 

示医療機関）や地域内の病院群が共同連帯して、輪番制方式により休日・夜間等にお32 
ける救急患者の診療を受け入れる病院群輪番制*（２０地区）により実施しています。 33 
 34 
〔三次救急医療体制の整備〕 35 
第三次救急医療体制については、２４時間応需体制の救命救急センター（１３箇所）36 

を整備しています。そのうち、千葉県救急医療センターは、広範囲熱傷、指肢切断等37 
の特殊疾病患者に対する救命医療を行うために必要な診療機能を有する「高度救命救38 
急センター*」に認定されています。 39 
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本県独自の制度として、救命救急センターの存在していない保健医療圏、人口規模1 
の大きな保健医療圏及び面積規模の大きな保健医療圏において、三次救急医療機関の2 
補完的役割を果たす救急基幹センター*が５箇所整備されています。 3 
平成２７年の救急隊による救急患者の搬送人員２７１，７４５人のうち、死亡患者4 

は、約１％、重症*患者は約７％、中等症*患者は約４２％、入院を必要としない軽症5 
患者が約５０％を占めています。 6 
 7 
（イ）循環型地域医療連携システムの構築 8 

効果的、効率的な救急医療の充実を図るため、救急医療の循環型地域医療連携シス9 
テムでは、軽い症状の患者が自ら受診する「初期救急医療機関」から中等症の場合に10 
搬送される医療機関として「二次救急医療機関」、重症な場合に搬送される「三次救11 
急医療機関」とその機能の一部を補完する「救急基幹センター」に速やかに移行でき12 
るよう、機能分担と連携の明確化を図ります。 13 
救急に関する高度な医療等について、その頻度や高額医療機器の利用等の理由から14 

それぞれの医療圏に設置されていなくても、全県下１箇所または数カ所程度の配置で15 
対応可能と考えられる医療機能を有する医療機関を、全県（複数圏域）対応型連携拠16 
点病院として位置づけ、当該医療機関の機能を明確化することにより、専門医や高額17 
医療機器等の重複配置を避け、医療機能の集中化を図り、効率的な医療を提供するこ18 
とを目指します。 19 
なお、全県（複数圏域）対応型救急医療連携拠点病院*は、救急医療に関する専門的20 

な助言・指導を行う機関としての位置付けもあります。 21 
また、位置付けるに当たっては、国等の各種基準により全県的な対応医療機関とし22 

て既に指定されている病院（①特定機能病院*、②県立病院、③国立病院（国立病院23 
機構*、独立行政法人を含む）、④救急医療についてはドクターヘリ配置医療機関）に24 
対して、対応可能な医療機能について確認し、その医療機関名を掲載しています。 25 

 26 
医師の判断を直接救急現場に届けられるようにするためのホットラインや、救急医27 

療機関と消防機関をオンラインで結ぶちば救急医療ネット*の活用を図ることで、関28 
係機関の緊密な連携・協力関係を確保しています。 29 
さらにドクターヘリやドクターカーを積極的に活用することにより、患者の救急医30 

療施設への迅速・円滑な収容に努めています。 31 
 32 
救急対応医療機関とリハビリテーション対応医療機関、地域のかかりつけ診療所*33 

等が、それぞれの機能に応じた役割分担に基づき、連携を強化することにより、効果34 
的な救急医療体制の整備を進めています。 35 

36 



第２編 第１章 第１節 ２（６） 救急医療（病院前救護を含む） 

- 169 - 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 

35 

救
急

医
療

に
お

け
る

循
環

型
地

域
医

療
連

携
シ

ス
テ

ム
の

イ
メ

ー
ジ

図

【
在

宅
】

傷
病

の
発

生
(急

病
・
事

故
)

重
症

重
篤

な
状

態

転
床

転
院

【
入

院
】

術
後

の

療
養

管
理

回
復

期
リ

ハ
ビ

リ
機

能

な
ど

中
等

症
要

手
術

／
入

院

軽
症

入
院

不
要

継
続

的
な

療
養

管
理

・指
導

緊
急

時
の

行
動

に
つ

い
て

教
育

転
床

転
院

退
院

救
急

救
命

士
・
バ

イ
ス

タ
ン

ダ
ー

等
に

よ
る

応
急

処
置

傷 病 の 程 度 に 応 じ た 医 療

【
通

院
】【

入
所

・
通

所
】

【
応

急
処

置
】

初
期

救
急

医
療

機
関

休
日

夜
間

急
患

セ
ン

タ
ー

(医
科

・歯
科

)

在
宅

当
番

医
制

参
加

機
関

か
か

り
つ

け
機

能
（
診

療
所

・
歯

科
診

療
所

・
病

院
）

介
護

サ
ー

ビ
ス

（
施

設
系

／
居

宅
系

）
リ

ハ
ビ

リ
機

能

３
次

救
急

医
療

機
関

（救
命

救
急

セ
ン

タ
ー

）

救
急

基
幹

セ
ン

タ
ー

（３
次

の
補

完
）

【
救

命
処

置
・
手

術
・
入

院
等

】

連 携

退
院

二 次 保 健 医 療 圏

ち ば 救 急 医 療 ネ ッ ト 【 救 急 医 療 情 報 の 提 供 】

全
県

（
複

数
圏

域
）対

応
型

救
急

医
療

連
携

拠
点

病
院

【
高

度
救

命
処

置
・手

術
・入

院
等

】

自
圏

域
で

対
応

で
き

な
い

場
合

転
床

転
院

連 携

２
次

救
急

医
療

機
関

【
手

術
・入

院
等

】

救
急

医
療

機
関

と
救

急
隊

の
連

携
に

よ
る

傷
病

の
程

度
に

応
じ

た
救

急
搬

送

連 携

１ ２ ３

４

５
６

救 急 コ ー デ ィ ネ ー タ ー に よ る 搬 送 先 調 整

( 香 取 海 匝 地 域 )

※
ド

ク
タ

ー
ヘ

リ
に

よ
る

広
域

搬
送



第２編 第１章 第１節 ２（６） 救急医療（病院前救護を含む） 

 - 170 -

（ウ）施策の具体的展開 1 

ａ．病院前救護 2 

〔メディカルコントロール体制の強化〕 3 
○ 救急業務の高度化を図るため設置している、「千葉県救急業務高度化推進協議会」4 
と地域メディカルコントロール協議会の活動を推進します。 5 

○ 救急救命士の技術向上のため、研修への参加の促進や、病院実習を受け入れる医6 
療機関の体制整備を図ります。また、メディカルコントロールに従事する医師の資7 
質向上を図るための研修への参加を促進します。 8 

 9 
〔傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の活用等〕 10 
○ 関係機関への詳細な調査を踏まえ、実施基準の継続的な見直しを行い、消防機関11 
による傷病者の搬送及び医療機関による受入れが適切かつ円滑に行われるよう努12 
めます。 13 

 14 
〔応急処置に関する知識・技術の普及〕 15 
○ 心肺蘇生法等の応急処置に関する知識や技術、ＡＥＤの使用方法について一層16 
の普及啓発に努めるとともに、ＡＥＤの公共施設への設置を推進し、更にＡＥＤ17 
設置の必要性を民間事業者に働きかけます。 18 

○ また、官民を問わず県内にあるＡＥＤの設置場所をより簡便に把握できるよう、19 
地図情報にＡＥＤの設置場所等（施設名・住所・取付位置・使用可能な日時等）の20 
情報を提供します。 21 

 22 
〔ドクターヘリの活用〕 23 
○ 医師等が現場に急行して速やかに救命医療を開始し、医療機関に迅速に搬送でき24 
る医療体制を確保するため、日本医科大学千葉北総病院及び国保直営総合病院君津25 
中央病院に配備されたドクターヘリの効率的な活用に努めます。 26 

 27 
〔救急車の適正利用等〕 28 
○ 搬送件数が増加している救急車の適正利用について、引き続き普及啓発に取り組29 
むとともに、ドクターカーや民間の搬送事業者等の利用を促進します。 30 

 31 
〔搬送困難事例への対応〕 32 
○ 千葉医療圏において実施している搬送困難事例受入医療機関支援事業の効果を33 
検証し、他保健医療圏への拡大を検討します。 34 

 35 
〔救急医療情報の提供〕 36 
○ ちば医療なび*やちば救急医療ネットを通じて、県民に対し、検索機能による医療37 
機関情報や、在宅当番医療機関、夜間等の急病診療所情報等の提供を行います。 38 

 39 
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ｂ．救急医療（初期～第三次） 1 

〔初期救急医療体制の推進〕 2 
○ 初期救急における現状を把握し、休日・夜間急病診療所や在宅当番医制による診3 
療体制の充実・強化に努めます。 4 

 5 
〔二次救急医療体制の充実〕 6 
○ 二次救急医療体制の充実及び三次救急医療体制への支援を強化するため、病院群7 
輪番制に参加している救急病院、救急診療所について、施設整備や設備整備を行う8 
など、輪番に参加している医療機関の医療提供体制の充実を図るとともに、初期救9 
急医療機関の後方待機医療機関として、その確保に努めます。 10 

○ 二次救急医療機関の受入体制の充実と医師等の幅広い知識の取得及び技術の向11 
上が図られるよう、救急医療に関する研修を実施していきます。 12 

 13 
〔三次救急医療体制の整備〕 14 
○ 高度救命救急センターである千葉県救急医療センターの機能の充実・強化に努め15 
る。 16 

○ 救命救急センターの施設・機能の充実・強化及び運営の円滑化を図るとともに、17 
地域の救急医療の現状を踏まえ、更なる救命救急センターの設置等の検討を行って18 
まいります。 19 

○ 三次救急医療機関の機能を補完する救急基幹センターについて、機能の充実・強20 
化に努めます。  21 

 22 
〔救急医療情報の提供〕 23 
○ ちば医療なび*やちば救急医療ネットを通じて、県民に対し、検索機能による医療24 
機関情報や、在宅当番医療機関、夜間等の急病診療所情報等の提供を行います。 25 

 26 
〔救急医療の適正利用についての普及啓発〕 27 
○ 救急医療体制の仕組みとその適正な利用方法について、引き続き普及啓発に取り28 
組んでいきます。 29 

 30 
31 
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（エ）施策の評価指標 1 

〔基盤（ストラクチャー）〕 2 

指  標  名 現状 目標 

救命講習等受講者数 
約１００，０００人 

（平成２７年度） 
 

ドクターカーを配備してい

る医療機関数（括弧内は救命

救急センター数：内数） 

２０箇所（７） 

（平成２６年度、救命救

急センターは２８年度） 

 

医療施設従事医師数 

（救急科）（人口１０万対） 

２．５人 

（平成２６年） 
 

救命救急センター設置数 
１３箇所 

（平成２９年度） 
 

 3 
〔過程（プロセス）〕 4 

指  標  名 現状 目標 

心肺停止状態で見つかった

者（心原性*、目撃者有り）

のＡＥＤ使用率 

５．０％ 

（平成２７年） 
 

救急隊と医療機関との平均

交渉回数 

１．３８回 

（平成２７年） 
 

搬送困難事例（受入交渉回数

５回以上又は現場滞在時間

３０分以上）の割合 

２．２％ 

（平成２７年） 
 

 5 
〔成果（アウトカム）〕 6 

指  標  名 現状 目標 

心肺停止状態で見つかった

者（心原性*、目撃者有り）

の 1ヵ月後の生存率 

１５．１％ 

（平成２７年） 
 

救急隊覚知*からの医療機関

等収容所要時間の平均 

４４．６分 

（平成２７年） 
 

 7 
8 
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 ◎ 

◎ 

図表 2-1-1-2-6-3 千葉県内の救命救急センター及び救急基幹センター 1 
 2 

県循環器病センター 

日医大千葉北総病院 

東京慈恵医大附属柏病院 

成田赤十字病院 

東千葉メディカルセンター 

県立佐原病院 

亀田総合病院

君津中央病院  

船橋市立医療センター 

旭中央病院  

松戸市立 

総合医療センター 

帝京大学ちば総合医療センター 

高度救命救急センター（１箇所） 

救命救急センター（1２箇所） 

救急基幹センター（５箇所） 

二次医療圏名称 

香取海匝 

印旛 

山武長生夷隅 

君津 

安房 

東葛北部 

東葛南部 

千葉 

市原 

順天堂浦安病院 

千葉メディカルセンター 
県救急医療センター  

公立長生病院 

東京女子医 

八千代医療センター  

東京ベイ・浦安 

市川医療センター 
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（７）災害時における医療 1 

（ア）施策の現状・課題 2 

〔総論〕 3 
平成２３年３月に発生した東日本大震災では、広範囲に渡る被害により、ライフラ4 

インの途絶や燃料の不足、医薬品等の物資の不足などによって、医療機関の診療機能5 
へ影響がありましたが、これらの情報を災害医療に携わる関係者で情報共有が図るこ6 
とが困難でした。 7 
また、東日本大震災では、阪神・淡路大震災のような外傷や挫滅症候群＊等の傷病8 

者への救命医療ニーズが少なかった一方、津波災害により医療機関に甚大な被害が生9 
じたため、災害発生以後、数ヶ月単位の中長期にわたり、慢性疾患への対応を中心と10 
する医療や介護等の支援の必要性が生じ、そのため多くの医療救護班が現地に派遣さ11 
れたにもかかわらず、医療救護班の派遣調整体制が十分でなかったなどといった課題12 
が認識されました。 13 
本県については、阪神・淡路大震災のような外傷等に対する救命医療、あるいは東14 

日本大震災のような中長期にわたる慢性疾患への対応のいずれの事象についても発15 
生する可能性があり、災害時において円滑な医療提供が行える体制を整備する必要が16 
あります。 17 
大規模災害時においては大勢の死傷者が生じ、交通網、通信網、電気、ガス等のラ18 

イフラインが途絶するなど、県民生活に大きな混乱を引き起こすことが想定される中19 
で、迅速な医療救護活動を行い、被災者への適切な救護・救援活動を行うことが重要20 
です。 21 
 22 

〔災害医療体制の整備〕 23 
千葉県では大規模災害の発生に備え、千葉県地域防災計画、千葉県災害医療救護計24 

画等を策定し、災害時の医療救護体制を定めています。また、茨城県、埼玉県、さい25 
たま市、千葉市、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市及び千葉県の９都県市において26 
広域医療連携マニュアルを定め、広域的な医療連携を図ることとしています。 27 
 28 

〔災害拠点病院等の整備〕 29 
災害時においては、多くの医療機関の機能が停止又は低下することが予想されるこ30 

とから、被災地からの重症患者の受入機能、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ・ＣＬＤ31 
ＭＡＴ（以下「ＤＭＡＴ等」という。））＊及び医療救護班の派遣機能等を備え、広域32 
的な医療活動の拠点となる災害拠点病院*（２４箇所）を指定しています。 33 
災害時において、災害拠点病院とともに患者の受入れを行う救急病院（救急告示病34 

院、病院群輪番制病院）１７２箇所（平成２９年４月１日時点）を災害医療協力病院35 
＊としています。 36 
災害拠点病院では、被災地へのＤＭＡＴ等及び医療救護班の派遣、負傷者の受入な37 

どにおいて、災害時医療の中核として活動することとしています。 38 
 39 
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〔ＤＭＡＴ等及び医療救護班の体制整備〕 1 
「千葉県ＤＭＡＴ等*運営要綱」に基づき、被災地で救急治療等に対応できる機動2 

性を備え、専門的なトレーニングを受けたＤＭＡＴ等の派遣を要請し、被災地内にお3 
けるトリアージ＊や救命処置、患者を近隣・広域へ搬送する際における必要な観察・4 
処置、被災地内の病院における診療支援等の救護活動を実施することとしています。 5 
災害拠点病院の他、千葉県医師会、千葉県歯科医師会等の医療関係機関との間で締6 

結している災害時の医療救護活動に関する協定書に基づき、救護所等への医療救護班7 
の派遣を要請することとしています。 8 
 9 

〔医薬品等の備蓄体制の整備〕 10 
各健康福祉センターでは、医療救護活動に必要な応急医療資器材や災害用備蓄医薬11 

品を配備しており、被災地内に設置される救護所等に供給することとしています。 12 
 13 

〔防災訓練の実施〕 14 
災害時における医療救護活動については、ＤＭＡＴ等及び医療救護班の派遣、重症15 

患者の広域搬送、被災者への情報提供など迅速な対応が求められることから、平時よ16 
り医療機関、消防、警察、自衛隊等の関係機関間で協議し、災害時におけるそれぞれ17 
の役割や連絡体制等を予め決めておくとともに、防災訓練等を通じて連携を強化して18 
いく必要があります。 19 
 20 

〔医療施設の耐震化の促進〕 21 
県内の病院の耐震化率は平成２８年９月１日現在で７２．４％と低い状況であり、22 

また災害拠点病院の一部でも未耐震の建物が存在することから、耐震強化の対策を進23 
めることが必要です。 24 
 25 
（イ）循環型地域医療連携システムの構築 26 

各医療機関が患者の受入状況、ライフラインの稼働状況等の機能情報を「広域災害27 
救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」をはじめ、衛星回線や無線等の複数の通信手段28 
を用いて情報提供することにより、関係機関間における情報の共有化を行い、患者の29 
搬送等迅速に対応できるようにします。 30 
 31 
災害時において、災害拠点病院、ＤＭＡＴ等、医療救護班、医師会（ＪＭＡＴ）、32 

消防機関、国立大学病院等の災害医療に携わる関係者が、相互に連携してそれぞれの33 
役割を遂行することができるよう、災害医療本部や救護本部を通じて活動を支援しま34 
す。 35 
救護所では、緊急搬送を必要とする重症患者等への応急措置、患者のトリアージ、36 

近隣の災害拠点病院や災害医療協力病院など、後方医療施設への転送の要否及び転送37 
順位の決定、軽症患者等に対する医療、避難所等への巡回診療、助産救護等を実施し38 
ます。 39 
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被災地内の災害拠点病院は、外部の災害拠点病院から派遣されたＤＭＡＴ等を受け1 
入れながら、重症患者等の受け入れを行うほか、後方病院への転送拠点としても機能2 
します。また、被災地においていち早く医療救護を実施することができることから、3 
救護所や地域の医療機関へのＤＭＡＴ等及び医療救護班の派遣を行います。 4 
被災地外の災害拠点病院は、ＤＭＡＴ等を派遣するとともに、被災地内の災害拠点5 

病院から重症患者を受け入れます。 6 
千葉県健康福祉部内に災害医療本部を設置した場合には、ドクターヘリは原則とし7 

て災害医療本部からの指示により出動することとされており、災害時には、医師、看8 
護師等医療従事者の派遣、重症患者の治療及び搬送、医薬品等医療資器材の搬送を行9 
います。 10 

11 
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（ウ）施策の具体的展開 1 

〔災害医療体制の整備〕 2 
○ 県災害対策本部設置時に、健康福祉部内に県全体の医療対策を統括する「災害医3 
療本部」を設置し、被災地域における医療機関や救護所等の状況や医療ニーズ等の4 
情報を収集・把握するとともに、ＤＭＡＴ等及び医療救護班の派遣要請及び配置調5 
整、関係機関への支援要請等を行います。 6 

○ 県災害医療本部内に、県内で活動するすべてのＤＭＡＴ等の指揮及び調整を行う7 
「ＤＭＡＴ調整本部」を設置し、県内の病院等の被災情報を収集・把握するととも8 
に、災害拠点病院や他都道府県へＤＭＡＴの派遣要請、傷病者搬送のため受入病床9 
及び搬送手段の確保等を行います。 10 

○ 行政機関、医療機関、医療関係団体等が平時から地域における災害医療対策につ11 
いて協議する場として、健康福祉センター（保健所）所管区域または市単位で「地12 
域災害医療対策会議」を設置します。 13 

○ 健康福祉センター（保健所）所管区域を単位として、被災地域の救護活動を統一14 
的に実施するための活動拠点として「合同救護本部」を設置し、被災地内の医療機15 
関や救護所の状況、医療ニーズなどを把握・分析するとともに、派遣された救護チ16 
ーム等の活動調整や物資等の支援を行います。なお、千葉市、東葛北部・南部各市、17 
市原市にあっては市の救護本部で対応します。 18 

○ 医療救護活動を円滑に実施するため、二次医療圏ごとに医薬品や応急医療資器材19 
等を備蓄した健康福祉センター等の地域保健医療救護拠点を整備します。 20 

○ 災害時の救護所等における医療救護活動及び被災地外の医療機関における支援21 
体制等に関する医療救護マニュアルを整備します。 22 

 23 
〔ＥＭＩＳ等を活用した収集等〕 24 
○ 災害発生時における被災地内の医療機関の被災状況、患者転送の要請、医療スタ25 
ッフの要請等に関する情報及び被災地内外の医療機関の支援体制等について、ＥＭ26 
ＩＳを活用し、情報の収集・提供を図るとともに、関係機関における運用体制の充27 
実を図っていきます。 28 

○ インターネットを活用した医療機関や県民への情報提供を推進します。 29 
 30 
〔慢性疾患患者に対する医療救護体制の整備〕 31 
○ 人工透析を必要とする慢性疾患患者等の円滑な治療・収容を図るため、対応  32 
可能な災害医療協力病院を把握するとともに、ＥＭＩＳを活用し、患者の迅速な受33 
け入れ体制を確保します。 34 

 35 
〔航空機災害に対する医療救護体制の整備〕 36 
○ 成田空港及び周辺地域において航空機事故が発生した場合、円滑な医療救護活動37 
が行われるよう三郡医師会航空機対策協議会、三郡市歯科医師会航空機災害対策協38 
議会に対する助成を行います。 39 
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○ 医療関係機関及び市町村等との連絡体制を整備し、負傷者の広域搬送体制の充実1 
を図るなど、航空機災害に対応した医療救護体制の整備を進めます。 2 

 3 
〔災害拠点病院等の整備〕 4 
○ 災害時に重症傷病者等の受入れ及び広域医療搬送等に対応するなどの医療救護5 
活動の拠点となる災害拠点病院の施設・設備整備を図ります。 6 

○ 被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画（ＢＣＰ）を整備しま7 
す。また、整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓8 
練を実施し、更なる体制整備を図ります。 9 

 10 
〔ＤＭＡＴ等及び医療救護班の体制整備〕 11 
○ 大災害等の発生直後の急性期（概ね４８時間以内）に医療救護活動を開始できる12 
機動性を持ったＤＭＡＴ等を確保していますが、今後、すべての災害拠点病院に複13 
数のチームを整備するなどＤＭＡＴの派遣体制の更なる整備を図ります。 14 

○ 活動地域を千葉県内に限定したＣＬＤＭＡＴ（Chiba Limited DMAT）を養成して15 
おり、ＤＭＡＴと連携した活動を促進します。 16 

○ なお、患者を被災地外に搬送するための広域医療搬送拠点や、拠点内に患者を  17 
一時収容する航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）*を迅速に設置できるよう、   18 
ＤＭＡＴとの訓練を通じて、更なる体制整備を図ります。 19 

○ 県立病院、日本赤十字社、国立病院機構等において医療救護班を編成する他、災20 
害時の医療救護活動についての協定に基づき、千葉県医師会（ＪＭＡＴ）、千葉県21 
歯科医師会、千葉県看護協会、千葉県接骨師会、千葉県薬剤師会及び災害拠点病院22 
に対し、医療救護班の出動を要請することとしています。 23 
今後のこれらの医療救護活動の円滑な実施のために、各機関の連携体制等の強化24 

を進めます。 25 
 26 

〔精神科領域における災害医療体制の整備〕 27 
○ 精神科領域については、被災地域で活動できる災害派遣精神医療チーム（以下「Ｄ28 
ＰＡＴ」という。）の体制整備のため、養成研修・訓練を実施しています。災害時29 
には、ＤＭＡＴ等と協働できるよう、各種防災訓練等へも参加していく予定です。 30 
 31 

〔医薬品等の備蓄体制の整備〕 32 
○ 被災者の救命救急のための初期医療活動に必要な医薬品等を県庁薬務課及び各33 
健康福祉センターに備蓄します。 34 

○ 薬剤師会等の薬事関係団体との連携により、地域ごとの医薬品等の搬送・管理体35 
制を充実するとともに、全県的な体制の整備を図ります。 36 

○ 県及び薬事関係団体が合同で、緊急輸送の実施訓練を行います。 37 
○ 災害時を想定して、常用薬の名称、用法、用量等を知っておくことの重要性や家38 
庭常備薬の必要性を啓発します。また、薬局で交付されるお薬手帳*は、災害時等に39 
服用薬等の医療情報を適切に伝えられることから、お薬手帳の常時携帯等について40 
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も併せて啓発します。 1 
 2 
〔診療に必要な水・燃料の確保〕 3 
○ 災害発生により、ライフラインの途絶が長期間となった場合にも、診療機能が維4 
持できるよう災害対策本部と連携しながら水・燃料を確保します。 5 

 6 
〔防災訓練の実施〕 7 
○ 災害時における医療救護活動を円滑に行うため、救護所の設置・運営訓練、ＤＭ8 
ＡＴ活動訓練、大規模地震時医療活動訓練（航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）9 
設置・運営訓練）、災害用備蓄医薬品の輸送訓練、重症患者の後方病院搬送訓練、10 
消毒・防疫訓練、巡回歯科診療車（ビーバー号）による巡回等総合的な防災訓練を11 
実施します。 12 

 13 
〔医療施設の耐震化の促進〕 14 
○ 災害時に負傷者の受け入れ先となる災害拠点病院や災害医療協力病院等につい15 
て、耐震化の促進を図ります。 16 

 17 
（エ）施策の評価指標 18 

〔基盤（ストラクチャー）〕 19 

指  標  名 現状（平成２９年度） 目標（平成３５年度） 

災害派遣医療チーム 

（ＤＭＡＴ） 

・チームの数 

・構成員の数 

 

（ＣＬＤＭＡＴ） 

・チームの数 

・構成員の数 

 

 

４０チーム 

２２４名 

 

 

２３チーム 

１９７名 

 

 

 

20 
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図表 2-1-1-2-7-1 千葉県内の災害拠点病院1 
 

東千葉メディカルセンター 

県循環器病センター 

日本医科大千葉北総病院(基幹) 

県救急医療センター  

東京慈恵医大附属柏病院 

成田赤十字病院 
県立佐原病院 

千葉大医学部附属病院 

亀田総合病院(基幹) 

安房地域医療センター 

国保君津中央病院(基幹) 

千葉市立海浜病院 

船橋市立医療センター 

国保旭中央病院(基幹) 

国保松戸市立病院 

帝京大ちば総合医療センター 

東京歯科大市川総合病院 

順天堂大学浦安病院 

東京女子医科大八千代医療センター 

基幹災害拠点病院（ ４箇所） 

 

地域災害拠点病院（２０箇所） 

 

千葉医療センター 

東京ベイ浦安市川医療センター 
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図表 2-1-1-2-7-2 医療救護活動の体系図 
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救護所等 
（市町村設置） 

 

他県・自衛隊等 
（ヘリコプター等） 

国立病院機構 
日赤千葉県支部 
千葉県医師会 
千葉県歯科医師会 
千葉県薬剤師会 
千葉県病院薬剤師会 
千葉県看護協会 
千葉県接骨師会 

日赤千葉県支部血液センター等 
（血液製剤） 

医療ボランティア 
（医師・歯科医師・ 
薬剤師・看護師） 

災害医療協力病院 
（人工透析患者等） 

病院・診療所 

トリアージ 

県外病院 
救命救急センター 
災害拠点病院 等 

政府災害対策本部 

厚生労働省 
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対  

策  
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害
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療
本
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調
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・
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救
護
部
・
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
調
整
本
部
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搬送協力要請等 

医療救護班 

派遣要請 

千葉県立病院 
健康福祉センター 

医薬品卸業者（医薬品等） 

受付・登録 
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療
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応
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に
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災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び医療救護班の派遣要請 

ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ及び

医療救護班の派遣要請 

広域医療搬送 

（SCU 設置） 

患
者
搬
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被害状況報告 
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ＡＴ）及び医

療救護班派遣 

※１ 千葉、東葛北部、東葛南部及び市原保健医療圏において、各市で設置する救護本部 

※２ 印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津の各健康福祉センター（保健所） 
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（８）周産期医療 1 

（ア）施策の現状・課題 2 

全国的に少子高齢化が急速に進行する中で、子どもを安心して産み、育てる環境づ3 
くりを整備することが求められています。このため、県では中長期的な視点から周産4 
期医療体制の充実を図ることを目的として、平成２２年度に「千葉県周産期医療体制5 
整備計画」を策定しましたが、災害、救急などの他事業との連携強化を図るため平成6 
３０年から保健医療計画に統合することとしました。 7 
本県の出産の状況としては、出産年齢が３５歳以上の割合は、平成１７年に１７．8 

６％であったものが、平成２７年には、２９．８％と上昇しています。リスクを伴う9 
出産が増加していることが想定され、周産期医療の更なる充実が求められています。 10 
 11 

ａ．周産期医療資源の状況 12 

県では、それぞれの二次保健医療圏内で診療や治療等が受けられるよう医療体制の13 
整備を図っており、対応できない地域では隣接する地域の医療機関と連携しています。14 
また、二次保健医療圏で対応しきれない症例等についても、都道府県を単位とした三15 
次保健医療圏で受け入れを行っています。しかしながら、周産期の医療従事者数は全16 
国平均と比べて下回っており、またＮＩＣＵ等の医療設備については地域により偏在17 
している状況となっています。 18 

 19 
〔周産期母子医療センター及び母体搬送ネットワーク連携病院〕 20 
県は、分娩リスクの高い妊娠や高度な新生児医療等に対応できる医療施設として、21 

周産期母子医療センターを指定・認定しています。 22 
総合周産期母子医療センターは、相当規模のＭＦＩＣＵを含む産科病棟及びＮＩＣ23 

Ｕを含む新生児病棟を備え、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠24 
(重症妊娠高血圧症候群、切迫早産等)、胎児・新生児異常（超低出生体重児、先天性25 
異常児等）等母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療、高度な新生児医療26 
等の周産期医療を行う施設であり、３施設を指定しています。 27 
地域周産期母子医療センターは、産科及び小児科（新生児医療を担当するもの）等28 

を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる医療施設であり、９29 
施設を認定しています。 30 
その他、これらのセンターと連携している母体搬送ネットワーク連携病院が５病院31 

あります。 32 
 33 
〔周産期医療従事者の状況〕 34 
本県の周産期医療従事者については、産科・産婦人科医師数（１５～４９歳女子人35 

口１０万対）は、平成２６年で３２．８人、就業助産師数（出生千対）は、平成２６36 
年で２９人であり、全国平均（それぞれ４２．２人及び３４人）と比べて大きく下回37 
っています。さらに、ＮＩＣＵに勤務する医師数も全国平均を大きく下回っていると38 
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いう指摘もあり、医療従事者の確保は、重要な課題の１つとなっています。 1 
 2 

ｂ．周産期医療連携の状況 3 

県では、特に、リスクが高く緊急性のある分娩に対応するため、平成１９年１０月4 
から総合及び地域周産期母子医療センター並びに母体搬送ネットワーク連携病院か5 
らなる「母体搬送ネットワーク」を整備し、妊産婦の症例等を考慮しつつ、迅速に対6 
応する医療体制を構築しています。 7 
 8 

〔周産期搬送コーディネーター〕 9 
総合周産期母子医療センターである亀田総合病院（平成２０年６月から開始）及び10 

東京女子医科大学附属八千代医療センター（平成２３年４月から開始）の２病院に母11 
体搬送コーディネーターを配置しています。母体搬送コーディネーターは、２４時間12 
３６５日を通して、母体搬送に係るネットワーク病院の担当医師の存否、緊急手術等13 
の対応の可否、空き病床の有無等の情報をあらかじめ把握し、症例に応じて医療機関14 
の間で母体の受け入れ先を調整するなど、周産期医療情報センターの役割も担ってお15 
り、円滑な母体搬送をサポートしています。また、母体搬送の件数や症例等の実態を16 
捕捉し分析するなど、より効果的な母体の搬送に向けて取り組んでいます。 17 
また、新生児専門医を有する医療機関が少ない一方、最近、低出生体重児等のリス18 

クを伴う分娩が増加傾向にあることから、ＮＩＣＵでの治療や新生児搬送などの充実19 
が求められており、新生児部門における効果的なネットワークの構築も必要となって20 
きています。 21 
 22 

〔ちば救急医療ネット〕 23 
搬送時の判断材料とするため、県ホームページ「ちば救急医療ネット」では、総合24 

及び地域周産期母子医療センター並びに母体搬送ネットワーク連携病院が搬送受入25 
れの可否や、ＮＩＣＵの空床状況等の情報を、随時更新し、提供しています。 26 
 27 

〔その他の医療連携〕 28 
分娩リスクの有無や分娩の多様化に対応できるよう、病院、診療所及び助産所が、29 

それぞれの役割に応じた対応を図るとともに、連携を強化する必要があります。妊婦30 
健康診査は診療所や助産所で行い、分娩の際は、診療所等と連携する拠点病院におい31 
て、オープンシステムやセミオープンシステムが整備されている医療機関があります。32 
また、院内助産所及び助産師外来を整備している医療機関もあります。 33 
周産期医療において、妊婦が心筋梗塞や脳卒中等の産科領域以外の合併症等を併発34 

した場合に、救命救急センターとの連携が必要となることから、県内では、周産期母35 
子医療センター等との併設を推進しています。 36 
出生後の乳児等への医療については、症例に応じた適切な医療を提供する必要があ37 

ることから、全県（複数圏域）対応型小児医療連携拠点病院である千葉県こども病院38 
をはじめとして、小児科との連携を推進しています。 39 
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 1 
（イ）循環型地域医療連携システムの構築 2 

周産期医療の循環型地域医療連携システムでは、まず妊婦健診を経て、助産所や病3 
院・診療所で受診することとなります。通常分娩の場合は、助産所や病院・診療所で4 
出産し、ハイリスク妊婦の場合は、地域周産期母子医療センター及び母体搬送ネット5 
ワーク連携病院の間で速やかに搬送できるよう役割分担を明確化しています。 6 
地域周産期母子医療センター及び母体搬送ネットワーク連携病院で対応困難な症7 

例（重症な新生児を含む。）については、総合周産期母子医療センターで、受け入れ8 
を行います。 9 
妊婦の搬送については、分娩リスクが伴う場合においても対応できるよう、平成１10 

９年１０月に総合周産期母子医療センターなどを中心とした母体搬送ネットワーク11 
体制を整備し、ネットワークに参加する病院で速やかに対応できるよう取り組んでい12 
ます。また、平成２９年４月からは東京都との間において、県域を越えた搬送体制を13 
整えています。 14 
総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センターなどの中核病院と地15 

域の病院・診療所及び助産所において、機能分担と連携を図る「周産期医療の循環型16 
地域医療連携システム」の構築に向け、引き続き取り組んでいきます。 17 
  18 
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（ウ）施策の具体的展開 1 

ａ．周産期医療体制の整備推進 2 

〔周産期母子医療センターの整備〕 3 
○ 県では、現在、総合周産期母子医療センターを３施設指定し、地域周産期母子医4 
療センターを９施設認定していますが、今後は、人口、出生数、地勢、交通事情や5 
病床配分等の特性を踏まえて、更なる認定を検討します。 6 

 7 
〔ＮＩＣＵの整備〕 8 
○ 「周産期医療の体制構築に係る指針」に基づき、NICU の整備を促進します。 9 
 10 
〔周産期母子医療センターの支援〕 11 
○ 周産期母子医療センターは、高度な医療を必要とする施設であり、その運営に費12 
用がかかるとともに、地域によってはＮＩＣＵが不足している状況にあることから、13 
周産期母子医療センターの運営費に対して支援を行います。 14 

 15 
〔周産期医療連携体制の整備〕 16 
○ 周産期医療において、妊婦が心筋梗塞や脳卒中等の産科領域以外の合併症等を併17 
発した場合に、救命救急センターとの連携が必要となることから、県内では、周産18 
期母子医療センター等との併設を推進するとともに、地域の救命救急センター及び19 
救急基幹センターと緊密な連携を図ります。また、総合周産期母子医療センターに20 
おいては、精神疾患を合併する妊産婦への対応を引き続き行っていきます。 21 

○ 出生後の乳児等への医療については、症例に応じた適切な医療を提供する必要が22 
あることから、全県（複数圏域）対応型小児医療連携拠点病院である千葉県こども23 
病院をはじめとして、小児中核病院等と連携した体制の整備に努めます。 24 

○ 施設間での役割分担や、医師及び助産師の役割分担に応じた取組みを促進するた25 
め、院内助産所や助産師外来、オープンシステム･セミオープンシステム等の導入26 
について、設置のニーズや医療機関及び地域の実情等に応じて整備するよう推進し27 
ます。 28 

 29 
〔周産期搬送体制の整備〕 30 
○ 周産期搬送コーディネーターは、母体の搬送を調整するなど、円滑な搬送に重要31 
な役割を果たしており、また、総合及び地域周産期母子医療センターやネットワー32 
ク連携病院との情報交換など、周産期医療情報センターの機能も果たしているため、33 
引き続き２つの総合周産期母子医療センターで母体搬送コーディネート業務を実34 
施します。さらに、より迅速かつ円滑な搬送先決定、正確な情報の収集、集積、解35 
析の観点からＩＣＴを利活用したシステムを構築し、運用しています。また、新生36 
児搬送についても、ネットワークの構築に向けた検討を行います。さらに県域を越37 
えた搬送体制についても、未整備の県との連携を検討します。 38 

 39 
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〔災害時における周産期医療体制〕 1 
○ 周産期医療分野の専門知識を持つ関係者を災害医療本部に配置する等、災害時の2 
医療体制の強化について検討します。 3 

 4 
〔周産期医療従事者の人材確保と育成〕 5 
○ 県では、周産期医療に携わる人材が不足していることから、産科医師、新生児医6 
療担当医師、看護師及び助産師それぞれの人数を確保する事業や育成を実施すると7 
ともに、周産期医療に関わる麻酔科医や臨床心理士等、その他のスタッフについて8 
も、併せて整備を推進します。 9 

 10 
（エ）施策の評価指標 11 

〔基盤（ストラクチャー）〕 12 

指  標  名 現状 目標 

分娩実施施設数（１５～４９歳

女子人口十万対） 

７．８ 

（平成２７年度） 
 

周産期母子医療センターの数 
１２箇所 

(平成２８年度) 
 

ＮＩＣＵの整備数 

※診療報酬対象 

１３８床 

（平成２８年度） 
 

周産期母子医療センター及び連

携病院と救命救急センター等の

併設数 

１１箇所 

（平成２８年度） 
 

医療施設従事医師数（産科・産

婦人科）（１５～４９歳女子人口

十万対） 

３２．８ 

(平成２６年） 
 

就業助産師数（出生千対） 
２９ 

（平成２６年） 
 

 13 
〔過程（プロセス）〕 14 

指  標  名 現状 目標 

分娩数に対する病院間搬送件数

の割合（分娩数千対） 

２２．２ 

（平成２７年度） 
 

 15 
  16 
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 1 

指  標  名 現状 目標 

産後訪問指導を受けた割合 
４０．８％ 

（平成２７年度） 
 

 2 
〔成果（アウトカム）〕 3 

指  標  名 現状 目標 

全出生中の低体重児の割合 
８．８％ 

（平成２７年） 
 

妊産婦死亡率（出産十万対） 
６．２ 

（平成２７年） 
 

新生児死亡率（出生千対） 
１．１ 

（平成２７年） 
 

周産期死亡率 

 ・後期死産率（出生千対） 

 ・早期新生児死亡率 

（出生千対） 

 

３．１ 

０．７ 

（平成２７年） 

 

  4 
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    ◎ 

◎：総合周産期母子医療センター 
○：地域周産期母子医療センター 
●：母体搬送ネットワーク連携病院 
◆：全県（複数圏域）対応型小児医療連携拠点病院 
  （小児中核病院） 

○      ○ 
 

○◆ 

◎ 
○ 

● 

○ 
 

  
◎◆ 

 

● 

 

● 
 

東京慈恵会医大附属柏病院 

船橋市立医療センター 

旭中央病院 

亀田総合病院 

君津中央病院 

帝京大学ちば総合医療センター 

千葉県こども病院 

松戸市立総合医療センタ

ー 
東京歯科大学市川総合病院 

船橋中央病院 

千葉大学医学部附属病院 

千葉市立海浜病院 

東京女子医大附属八千代医療センター 

成田赤十字病院 

    

● 
○ 

○ 
 

○ 
 

順天堂大学浦安病院 
 

 
 

 ● 

東邦大学医療センター佐倉病院 

日本医大千葉北総病院 

○ 

図表 2-1-1-2-8-1 千葉県内の周産期母子医療センター及び母体搬送ネットワーク連携病院 1 

（H29.4.1 現在） 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 
 20 
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（９）小児医療（小児救急医療を含む） 1 

（ア）施策の現状・課題 2 

我が国は、新生児死亡率が世界一低い一方で、１歳から４歳の小児の死亡率は相対3 
的に高い傾向にあります。千葉県でも、死亡率は千対で０．６３人となっており、小4 
児救急患者の救命率向上が求められています。 5 
 6 
平成２６年末現在、本県における小児医療従事医師数は６３７人であり、増加傾7 

向であるものの、小児人口１０万対で８１．９人と、全国平均１０３．２人を大き8 
く下回っています。また、県全体の小児科医数が不足しているばかりでなく、地域9 
による小児科医の偏在がみられます。 10 

また、平成２７年度現在、一般病院のうち、小児科を標榜する病院が１０７病院、11 
小児外科を標榜する病院は１９病院となっており、病院数は横ばいです。 12 
小児科医の不足や地域偏在などにより、一部地域では小児救急医療体制の確保が困13 

難な状態です。そのため、限られた医療資源を有効に活用し、適切な医療提供体制を14 
整備する必要があります。 15 
 16 

図表 2-1-1-2-9-2 小児科医師数等の推移（千葉県） 17 

18 

資料：医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 19 
 20 
小児救急患者については、その症状に応じて初期から三次までの救急医療体制に対21 

応する施設で受け入れています。小児初期救急医療については、在宅当番医制（１３22 
地区）及び夜間・休日急病診療所（１９箇所）で対応しています。また、救急医療の23 
適正な利用を促進するため、平成１７年度から夜間における小児救急電話相談事業を24 
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実施しており、平成２８年度は、３１，３１２件に対応しています。 1 
小児二次救急医療については、病院群による輪番制（９地区）や小児救急医療拠点2 

病院（３箇所）により実施しています。 3 
小児三次救急医療については、全県（複数圏域）対応型小児医療拠点病院である千4 

葉県こども病院、千葉大学医学部附属病院及び救命救急センター（千葉県救急医療セ5 
ンターを除く）の計１４箇所により実施しています。 6 
しかし、少子化や核家族化の進行、共働き家庭の増加など、子どもを巡る家庭環境7 

の変化や小児患者が自分の症状を伝えられない場合が多いこと、保護者の小児専門医8 
志向、疾病に対する知識不足などから、多くの軽症患者が救急病院に集中し、１歳～9 
１４歳では救急搬送の約７割が軽症患者となっています。そのため、救急医療担当小10 
児科医が疲弊するなど、救急医療機関の負担が増大しており、このような状況を改善11 
することが喫緊の課題となっています。 12 
 13 

図表 2-1-1-2-9-2 小児救急電話相談件数の推移（千葉県） 14 

 15 
資料：小児救急電話相談件数（県医療整備課） 16 

 17 
（イ）循環型地域医療連携システムの構築 18 

子どもの医療に携わる各医療機関が効率的に連携することにより、子どもに対する19 
医療を効果的に提供することを目的とした「小児医療の循環型地域医療連携システム」20 
を構築します。 21 
お子さんの具合が急に悪くなった場合、相談できる相手がいない場合には、「小児22 

救急電話相談」を利用することにより、医療機関に受診したほうが良いのかどうか助23 
言を受けることができ、その助言に応じて「かかりつけ医」や「小児初期救急医療機24 
関」に安心して受診することができるよう、身近な受療体制を構築します。 25 
手術や入院が必要な中等症の場合は、二次医療圏で中核的な小児医療を実施する26 

894 
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「地域小児科センター」が診療に当たるとともに、さらに重篤な症状の場合には三次1 
医療圏において中核的な小児医療を実施する「全県（複数圏域）対応型小児医療拠点2 
病院（小児中核病院）」において高度小児専門医療を受けられるよう、小児医療におけ3 
るそれぞれの役割分担を明確化するとともに、初期、二次及び三次の小児救急医療体4 
制における円滑な受入体制の整備を図ります。 5 
小児専門医療機関と一般病院の小児科、地域のかかりつけ診療所等が、それぞれの6 

機能に応じた役割分担に基づき、連携を強化することにより、効果的な小児医療体制7 
の整備を進めます。 8 
 9 

10 
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（ウ）施策の具体的展開 1 

〔小児救急医療啓発事業の実施〕 2 
○ 核家族化の進行により、子どもの急病時の対応方法を世代間で伝承する機会が減3 
少していることから、保護者向け講習会の実施やガイドブックの配布などを通じて、4 
子どもの急病や事故時の対応に関する知識について普及啓発を図ります。 5 

 6 
〔小児救急電話相談事業の充実・強化〕 7 
○ 保護者等の不安の解消や救急医療機関への患者集中の緩和を図るため、夜間に小8 
児患者の保護者等からの電話相談に対し、看護師や小児科医が適切な助言を与える9 
小児救急電話相談事業の充実・強化を図ります。 10 

 11 
〔小児初期救急医療体制の整備・充実〕 12 
○ 小児科医等が夜間・休日に、小児初期救急患者を受け入れる小児初期救急セン 13 
ターを整備することによって運営を円滑にし、小児初期救急医療体制の充実を図り14 
ます。 15 

 16 
〔小児二次救急医療体制の整備・充実〕 17 
○ 小児科医が夜間・休日に複数医療圏の小児二次救急患者を受け入れる小児救急医18 
療拠点病院や、小児科医を置く病院がグループをつくり夜間・休日に輪番で小児二19 
次救急患者を受け入れる体制を、地域の医療環境に応じて整備することによって、20 
県内全ての地域において、初期救急から二次救急医療施設への円滑な受け入れ体制21 
を整えます。 22 

 23 
〔小児三次救急医療体制の整備・充実〕 24 
○ 重篤な小児患者の救命率向上を図るため、小児三次救急医療圏の中核を担う医療25 
機関のＰＩＣＵ（小児集中治療室）の整備に対し助成するほか、小児救急患者を  26 
３６５日２４時間受け入れることのできる小児救命救急センターの指定を検討し27 
ていきます。 28 

 29 
〔小児救命集中治療ネットワークの運用〕 30 
○ １歳から４歳の小児死亡率が高いことから、重篤な小児救急患者に対する的確な31 
医療を提供できるよう、救急医療ネット上で、ネットワーク連携病院が患者の受入32 
可否情報を入力できるシステムを引き続き運用し、消防機関や医療機関が情報を確33 
認し、ネットワーク連携病院への搬送が適切かつ円滑に行われるようにします。 34 

 35 
〔小児救急に関する情報発信〕 36 
○ ちば救急医療ネットにより、県民に対して小児救急に関する情報を発信していき37 
ます。また、子どもの病気や急病や事故時の対応に関する知識について、普及啓発38 
を図ります。 39 
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 1 
〔災害時における小児医療体制〕 2 
○ 小児医療分野の専門知識を持つ関係者を災害医療本部に配置する等、災害時の医3 
療体制の強化について検討します。 4 

 5 
（エ）施策の評価指標 6 

〔基盤（ストラクチャー）〕 7 

指  標  名 現状 目標 

医療施設従事医師数（小児科）

（１５歳未満人口１０万対） 

８１．９ 

（平成２６年） 
 

小児救急電話相談件数 
３１，３１２件 

（平成２８年度） 
 

 8 
〔成果（アウトカム）〕 9 

指  標  名 現状 目標 

乳児死亡率 
２．１５ 

（平成２７年） 
 

乳幼児（５歳未満）死亡率* 
０．６３ 

（平成２７年） 
 

小児（１５歳未満）の死亡率 
０．２５ 

（平成２７年） 
 

  10 
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東京慈恵会医大附属柏病院 

船橋市立医療センター 

旭中央病院 

亀田総合病院 

君津中央病院 

帝京大学ちば総合医療センター 

千葉県こども病院 

松戸市立総合医療センター 

千葉大学医学部附属病院 
千葉市立海浜病院 

東京女子医大附属八千代医療センター 

成田赤十字病院 

順天堂大学浦安病院 
 

日本医大千葉北総病院 

■：全県（複数県域）対応型小児医療連携拠点病院（小児中核病院） 

◇：救命救急センター（千葉県救急医療センターを除く） 

●：小児救命集中治療ネットワーク連携病院 

▼：地域小児科センター 

千葉県救急医療センター 
東千葉メディカルセンター 

図表 2-1-1-2-9-3 千葉県内の小児医療体制 1 
 2 
 3 
 4 


